
鼈は冬鶉雉瘍硫顆兆輻沐扮匁 回 覧

影 硫 鰊 蒻 瘍 黎
人権擁護委員は

地域の皆さんから人権相談を受け、F・3題解決のお手伝いをしたり、

法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、

地域の皆さんに人権について関ibをもってもらえるような啓発活動
を行つています。

一宮市には法務大臣から

委嘱された22名の

人権擁護委員がい讀す

ひとりで悩まずに
ご相談<ださい
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毎月第2水曜日 午後1時から午後4時まで

思いやり会館3階市民相談室 及び 尾西庁舎4階相談室
※12月は人権週間のため、12月 5日 (水)に実施します。

小中学生及び保育園児などを対象に人権教室を開催し、

相手を思いやる優しい気持ちを育てる活動を行つています。

毎年12月4日から10日までが「人権週間」と定められ、
人権啓発活動を実施します。
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女性の人権ホットライン
セロ,すゼロのハーぃうイン

0570-070-810
子 どもの人権 110番
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ムκF“ありa与 ゃん

ぜろぜろななのひゃくとおばん

0120-007-110
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昨預談1 鸞インターネット人権相|


